
1 

【庁議結果 HP 版】 

区   分 内           容 

会 議 名 平成３０年度 第 7 回庁議 

日   時 平成３０年６月 19日（火）午後 2時 00 分から午後 2時 20 分まで 

場   所 庁議室 

件 名 

【報告事項】 

(1) 働き方改革に向けた「ゆう活」・「あさ活」等の試行について 

（総務部） 

(2) 指定避難所開設・運営時における応援体制の構築について（総務部） 

(3) 新議会棟整備について（財務部） 

(4) まえばしクリテリウム2018及び第8回まえばし赤城山ヒルクライ 

ム大会による職員の協力依頼について（文化スポーツ観光部） 

【報告事項】 

(1) 働き方改革に向けた「ゆう活」・「あさ活」等の試行について（総務部） 

《総務部長》 

 働き方改革に向けた本市における取組として、国の取り組みの趣旨に鑑み、ワークラ

イフバランスの推進等の観点から、「ゆう活」・「あさ活」について、試行を拡充する。昨

年度は、実施期間を７月～９月までとしていたが、今年度は７月～１２月まで拡充する。

時差勤務命令と違い、「ゆう活」・「あさ活」は職員主体の制度である為、各所属で積極的

に活用願いたい。また、ノー残業ウィークについて、昨年度はお盆の期間のみだったが、

今年度は小中学校の夏休み期間にも設けることとした。 

 

(2) 指定避難所開設・運営時における応援体制の構築について（総務部） 

総務部より資料に基づき説明 

※詳細については、添付ファイルを参照のこと。 

 

(3) 新議会棟整備について（財務部） 

 財務部より資料に基づき説明 

 ※詳細については、添付ファイルを参照のこと。 

 

(4) まえばしクリテリウム 2018 及び第 8回まえばし赤城山ヒルクライム大会による 

職員の協力依頼について（文化スポーツ観光部） 

文化スポーツ観光部より資料に基づき説明 

※詳細については、添付ファイルを参照のこと。 

 

 

【質疑等】 

 (1) 働き方改革に向けた「ゆう活」・「あさ活」等の試行について（財務部） 

《市長》 

 「ゆう活」・「あさ活」は働き方改革の一環ということか。 
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《総務部長》 

 そうである。 

 

《市長》 

 全職員が利用しやすい制度にしていただきたい。また、給与管理が煩雑にならないよ

うにしていただきたい。 

 

(2) 指定避難所開設・運営時における応援体制の構築について（総務部） 

《水道局長》 

協力しないということではないが、災害の種類や被害状況によっては、４か所１２名

の応援体制をとれない可能性もある。避難所も早期の対応が必要だが、ライフラインの

復旧も早期の対応が必要である。 

 

《総務部長》 

 地域防災計画に基づき地域を指定させていただいた。水道局だけでなく、他部局も様々

課題があるかとは思うが、まずは初期対応として調整いただきたい。 

 

《水道局長》 

 状況によっては対応が困難な場合もある。協力しないということではない。状況によ

っては、ということである。 

 

《総務部長》 

 まずは、ライフライン復旧も加味した応援体制を机上で勘案していただき、それでも

難しいということであれば、配分を危機管理室とも相談いただきたい。 

 

《公営企業管理者》 

 水の供給は、すぐに話題になる部分である。優先順位を付けながら人員を出していく

ことになると思うが、ＢＣＰも念頭に置きながら、危機管理室で検討していただければ

と思う。 

 

《市長》 

 避難所開設・運営は教職員も手伝うのか。 

 

《教育長》 

 学校現場なので教職員も対応することになる。 

 

《市長》 

 学校長も学校施設の鍵を持っているならば、応援体制の中に入れ込んではどうか。 

 

《総務部長》 

 学校側の都合もあるかと思うが、協力はしていただきたいと思っている。基本的に災
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害対応は基礎自治体職員が行うことになっている。 

 

《市長》 

 最初から一定の役割を担ってもらう必要があるのではないか。迅速に対応いただくた

め、学校長、教職員、ＰＴＡについても役割を明示しておくべきである。 

 

《総務部長》 

 今回は災害発生時の初期対応についてであり、夜間も想定している。その際は、学校

長等の動員が難しい等様々な課題があるかと思う。教育委員会と相談しながら進めてい

きたい。 

 

以  上 

 

 

 

 

＊ 今後の庁議開催予定 

開 催 日 開催時間 場 所 

7月 10日（火） 午前 9 時 00分 庁議室 

７月２４日（火） 午前 9 時 30分 庁議室 

8月 7日（火） 午前 9 時 00分 庁議室 

   ６月の定例記者会見は２７日（水）午後 ２時００分から開催します。 

7月の定例記者会見は１０日（火）午後 ２時００分から 

２４日（火）午後 ２時００分から開催します。 

 


